
ソーシャルメディアサービス活用ガイドライン 

 

このガイドラインは、福井坂井地区広域市町村圏事務組合公式のＸ（エックス）等のソー

シャルメディア（SNS に限る。）のアカウント（以下「公式アカウント」という。）を運用す

る者及び公式アカウントを利用するすべての者（以下「利用者」という。）に適用する。 

 

１ 運用趣旨 

ソーシャルメディアを活用し、福井坂井地区広域市町村圏事務組合の行政事務情報を

幅広く発信する。 

 

２ 定義 

 （1）ソーシャルメディア 

インターネットを活用して、利用者が情報を発信・共有・拡散し、双方向のコミュ

ニケーションを可能にするプラットホームをいう。 

 （2）SNS（ソーシャルネットワークサービス） 

ソーシャルメディアの一部であり、主に利用者同士の交流やコミュニティ形成を目

的とした会員制サービスをいう。Ｘ（エックス）、Facebook、LINE 等のことをいう。 

 

３ アカウント運用 

 （1）公式アカウント運用者 

    ア 福井坂井地区広域市町村圏事務組合職員 

    イ その他管理者が適当と認めた者 

 （2）投稿内容 

公式アカウントへの投稿について、運用者及び利用者は適切な情報を投稿する義務

を有し、以下の内容を投稿しないように特段の注意を払うものとする。 

    ア 法令等に違反し、又は違反するおそれがあるもの 

    イ 特定の個人や団体等を誹謗中傷するもの 

    ウ 政治的活動又は宗教活動を目的とするもの 

    エ 著作権、商標権、肖像権等第三者の知的所有権を侵害するもの 

    オ 広告、宣伝、勧誘、営業活動その他営利を目的とするもの 

    カ 人種・思想・信条等の差別又は差別を助長させるもの 

    キ 公の秩序又は善良の風俗に反するもの 

    ク 虚偽や事実と異なるもの又は噂や噂を助長させるもの 

    ケ 承諾なく個人情報を特定、開示、漏えいする等プライバシーを害するもの 

    コ 有害なプログラム等を含むもの 

    サ 暴力的又はわいせつな表現などを含む不適切なもの 



    シ 同一ユーザからの短時間での連続した投稿 

    ス その他掲載することが望ましくないと認められるもの 

    セ 上記アからスに該当する内容を含むウェブサイトへのリンク 

 （3）投稿コメント等への対応 

ア ソーシャルメディアを通して届いたコメントに対して、運用者は必要に応じ

てコメントを行うことができる。ただし、運用者がすべての投稿に対してコメン

トすることを保証するものではない。 

イ 掲載情報に関するご意見やお問い合わせについては、福井坂井地区広域市町

村圏事務組合ホームページのお問い合わせフォーム 

（https://www.fukuisakai-kouiki.jp/inquiry）を用いること。 

ウ コメントが３（2）に該当する場合は、予告なく削除することがある。 

 

４ 著作権 

（1）公式アカウントに掲載されている文書、写真、イラスト、画像等の著作権は、福井

坂井地区広域市町村圏事務組合に帰属する。 

 （2）一部の写真、イラスト、画像等の著作権は、原著作者が所有する。 

（3）これらの情報は、「私的使用のための複製」や「引用」などの著作権法上認められた

場合を除き、無断で複製・転用することはできない。 

（4）公式アカウントへのリンクまたは公式アカウントごとのシェア（共有）機能による

情報掲載については問題ない。 

 

５ 免責事項 

（1）公式アカウントからリンク又はシェアしている他団体や個人のウェブサイト及び情

報は、それぞれの運用者の責任により管理されているものであり、福井坂井地区広域

市町村圏事務組合の管理下にはない。これらの他団体や個人のウェブサイト及び情報

について、また、それらを利用したことにより生じたいかなる損害について一切の責

任を負わない。 

（2）利用者が投稿した内容について一切の責任を負わない。また、利用者間又は利用者

と第三者間のトラブルによって、利用者又は第三者に生じた損害について一切の責任

を負わない。 

 

６ その他 

（1）運用者は地方公務員法を始めとする関係法令及び職員の服務に関する規定等を遵守

すること。 

（2）著作権、肖像権、プライバシー権等、他者の権利を侵害することないよう配慮する

こと。 



（3）利用するソーシャルメディアの規約を遵守こと。 

（4）社会的な常識やマナー（ネット上の、いわゆるネチケットも含む。）にのっとった利

用をすること。 

（5）発信する情報に虚偽のないよう、若しくは誤解を招かないよう留意し、一度ネット

ワーク上に公開された情報は完全には削除できないことを理解しておくこと。 

（6）発信した情報により、意図せず他者を傷つけたり誤解を招いたりした場合、誠実に

対応するとともに、誤解の解消に努めること。 

（7）このガイドランは、予告なく内容を変更する場合がある。 

 

附 則 

このガイドラインは、令和８年 4 月 1 日から施行する。 


